
チャーリー水域 

 

 １　漁船の操業の制限又は禁止区域

 

 　　次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面

 

 　（１）北緯　３４度３５分１２秒

    　　 東経１４０度１６分４８秒

 　（２）北緯　３４度１８分２３秒

 　　　　東経１４０度３３分　６秒

 　（３）北緯　３４度　８分１８秒

 　　　　東経１４０度４６分５１秒

 　（４）北緯　３４度　１分５９秒

 　　　　東経１４０度５７分　１秒

 　（５）北緯　３３度５７分　７秒

 東経１４１度　５分１４秒

 （６）北緯　３３度３４分２９秒

 　　  東経１４０度２５分４７秒

 （７）北緯　３４度３１分１２秒

 　　　東経１４０度　７分４８秒

 

 ２　制限期間

 

 常時漁船の操業を禁止する。

 

 ３　使用目的

 

 射撃訓練のため

 

 ４　損失補償を行う期間

 　　

 　　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

 

 ５　損失補償申請

 

上記の制限等により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経

営上被った損失の補償を受けようとするときは、その者の住所地を管轄する都道府

県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。


